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第２章 総務・医務 

１ 「人材育成プログラム」の活用 

「保健師人材育成プログラム（改訂版）」「地域保健従事者人材育成プログラム（精神保健福祉士編）」等に

基づき、新任保健師・精神保健福祉士を対象に、3 か月ごとの Off-JT（集合研修）と OJT（職場内研修）、3 か

月ごとの教育担当者研修による人材育成を行った。保健師については、各所属にてキャリアラダーも活用して

いる。 

 

２ 保健所等職員専門研修（Off-JT） 

「さいたま市地域保健従事者研修実施要綱」等に基づき、公衆衛生分野に従事する専門職等の資質及

び能力の向上を図ることを目的に、以下の研修を主催し実施した。このほか、国や研修専門機関等が実施す

る主要な研修に職員を派遣している。 

〈 根拠法令等 ： さいたま市地域保健従事者研修実施要綱 〉 
 

  主催研修実施状況 

研修名 テーマ・内 容 講 師 対 象 参加者数 

保健所・保健センター

等新任職員研修 

保健所・保健センター等業務説明  

（書面開催） 
保健所長・各課長等の職員 

保健所・保健セン

ター等新規採用職

員及び異動職員 

- 

新任地域保健従事者 

・教育担当者研修 

・3 か月ごとのテーマに基づく研修 

11回（うち1回は保健師研修と合同開催） 

〔内容〕地域保健活動の進め方、地域診

断 等 

・教育担当者研修    

7 回（うち 1 回は書面開催） 

保健総務課職員、 

庁内他部署職員、 

国立保健医療科学院 

上席主任研究官 

石川 みどり 氏 

新規採用保健師・

精神保健福祉士 

及び教育担当者 

220 名 

（延人員） 

保健師キャリア別研修 

「さいたま市保健師活動ブラッシュアップ 

～保健師としてのキャリアを考えよう！～」 

2 回 

〔内容〕キャリアラダーの活用方法について

学び、人材育成やキャリアアップのイメージ

につなげるための講義及びグループワーク 

日本赤十字看護大学 

さいたま看護学部 看護学研究科 

教授   成木 弘子 氏 

①中堅期保健師 

②管理期保健師 
35 名 

保健師研修 

「成果の見える事業の企画・立案研修」  

2 回（うち 1 回は新任地域保健従事者研修

と合同開催） 

〔内容〕事業や施策の評価及び見直しに必

要な知識の習得、健康課題解決に向けた

事業の企画・立案・評価能力を高めるため

の講義及びグループワーク 

国立保健医療科学院 

上席主任研究官 

石川 みどり 氏 
保健師等専門職 

115 名 

（延人員） 

危機管理研修 

「保健師の感染症対応～伝道師になろう

～」 1 回 

〔内容〕感染症に関する講義及び PPE着脱

演習 

保健総務課職員、 

疾病予防対策課職員、 

健康科学研究センター 

保健科学課職員 

新任期保健師等

専門職 
29 名 

精神保健福祉士研修 
グループスーパービジョン   

3 回（うち 1 回は動画視聴による研修） 

日本福祉教育専門学校 

専任教員   岡﨑 直人 氏、 

福井県立大学  

看護福祉学部 社会福祉学科 

准教授    岡田  隆志 氏、 

埼玉県立精神医療センター 

療養援助部長 塚本 哲司 氏 

保健所・こころの健

康センター･総合教

育相談室等の精神

保健福祉士 

111 名 

（延人員） 
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３ 保健師活動体制強化事業 

公衆衛生看護専門職としての保健師の活動体制の強化を目的に、新任期保健師トレーナーの派遣及び

外部研修受講支援、保健師人材育成体系検討会議を行っている。 

件数 回数

新任期保健師トレーナー派遣 51 保健師人材育成体系検討会議 3

外部研修受講支援 0  

 

４ 統計調査 

⑴ 人口動態調査（基幹統計） 

人口動態は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の 5 種類の「人口動態事象」について、各届出書等か

ら転記することによって調査している。保健所では、区民課で各届出書等から作成された調査票を審査、

確認後、埼玉県へ送付している。 

〈 根拠法令等 ： 人口動態調査令 〉 

 

人口動態調査票受付件数(令和 4 年 1 月～令和 4 年 12 月) 

出生票 婚姻票 離婚票 死亡票 死産票

総　数 9,550 6,180 1,692 13,199 121

西　区 781 396 123 1,151 6

北　区 1,000 634 189 1,485 19

大宮区 924 880 171 1,293 16

見沼区 1,000 537 194 1,794 11

中央区 746 504 108 1,025 8

桜　区 486 328 114 927 2

浦和区 1,337 1,099 214 1,407 20

南　区 1,556 981 226 1,415 20

緑　区 1,140 506 184 1,295 11

岩槻区 580 315 169 1,407 8

※ 上記件数は、さいたま市で作成した調査票の枚数であり、さいたま市の事象の数とは異なる。
 

 

⑵ 保健統計調査 

調査の名称・目的 調査時期 さいたま市内における対象 

国民生活基礎調査 

保健･医療･福祉･年金･所得等の国民生活

の基礎的事項を把握する。 

毎年 6 月 
令和 2 年国勢調査地区から層化無作為抽出した地区内の全ての

世帯（60 地区、3,705 世帯） 

医療施設動態調査 

医療施設の分布及び整備の実態を明らか

にするとともに、診療機能を把握する。 

届出の受理または

処分をしたとき 

医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分を

した医療施設 

医師・歯科医師・薬剤師の届出及び 

医療関係従事者の届出 
 
 医師・歯科医師・薬剤師及び医療関係従

事者の従事実態を把握する。 

令和 4 年 12 月 医師法第 6 条 3 項をはじめ、各資格に関する法令に基づく届出 



- 9 - 

５ 学生実習及び臨床研修医の受入れ 

保健所・保健センターでは専門職育成の目的で、「さいたま市学生実習受入れ要綱」に基づき学生を受

け入れている。令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、8 月と 9 月の保健所・保健センタ

ーでの学生実習の受入れは中止した。  

また、保健所では「埼玉県医師臨床研修(地域保健)実施要綱」に基づく臨床研修医の受入れも行ってい

る。 

  

⑴ 保健所 

種　　　別 団　　　体　　　名 実人員 延人員

埼玉県立大学 12 72

目白大学 12 72

早稲田医療技術専門学校　※ 12 12

埼玉県立常盤高等学校看護専攻科 76 76

埼玉大学 21 21

医学生 獨協医科大学医学部 7 7

臨床研修医 波多野歯科医院（歯科医師） 2 2

合計 7団体 142 262

看護学生等

 

※オリエンテーションのみ実施し、実習受入れは中止した。 

 

⑵ 保健センター 

種　　　別 団　　　体　　　名 実人員 延人員

埼玉県立大学 16 108

目白大学 9 72

早稲田医療技術専門学校　※ 12 75

埼玉県立常盤高等学校看護専攻科 76 76

大宮医師会看護専門学校 25 50

管理栄養士
養成施設

女子栄養大学 4 40

合計 6団体 142 421

看護学生等

 

※実習期間を短縮して受入れた。 
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６ 医務・医療監視 

保健所では、市内の病院、診療所、助産所、歯科技工所及び施術所の開設等に関する事務及び衛生検

査所の登録・検査に関する事務並びに医療監視を行っている。 

 〈 根拠法令等 ： 医療法第 7 条第 1 項、法第 7 条第 2 項、法第 7 条第 3 項、法第 8 条、法 8 条の 2 第

2 項、法第 9 条第 1 項、法第 9 条第 2 項、法第 12 条第 2 項、法第 15 条第 3 項、法第 18 条ただし書き、

法第 25 条第 1 項、法第 27 条、医療法施行令第 3 条の 3、令第 4 条、令第 4 条の 2 第 1 項、令第 4 条

の 2 第 2 項、歯科技工士法第 21 条第 1 項、法第 21 条第 2 項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう

師等に関する法律第 9 条の 2 第 1 項、法律第 9 条の 2 第 2 項、法律第 9 条の 3、柔道整復師法第 19

条第 1 項、法第 19 条第 2 項、臨床検査技師等に関する法律第 20 条の 3 第 1 項、法第 20 条の 4 第 3

項、法第 20 条の 5 〉 

 

申請・届出等受理件数及び医療監視実施件数 

開
設
許
可

(

登
録

)

変
更
許
可

(

登
録
変
更

)

開
設
届
出

変
更
届
出

休
止
届
出

再
開
届
出

廃
止
届
出

使
用
前
の

検
査
申
請

そ
の
他

許
可
届
出

立
入
検
査

総　数 82 96 263 921 11 2 207 45 306 56

病　院 0 66 0 18 0 0 0 45 60 39

診療所 65 23 104 492 3 1 92 0 141 12

歯科診療所 16 5 26 164 3 0 25 0 98 0

助産所 1 0 10 6 0 0 2 0 0 1

歯科技工所 2 1 0 0 5 0 0

施術所 121 230 5 1 83 7 0

衛生検査所 0 2 10 0 0 0 0 4
 

 

届出施設数及び病床数 

（令和 5 年 3 月 31 日現在：休止を含む） 

施設数 病床数

病　院 （うち有床施設数） 39（39） 7,978

診療所 （うち有床施設数） 1,043（28） 302

歯科診療所 （うち有床施設数） 700（0） 0

助産所 （うち入所施設数） 44（2） 6

歯科技工所 154

施術所 1,748

衛生検査所 8
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７ 医療安全相談 

患者・家族等と医療機関等の信頼関係の構築を支援するため、保健所に「医療安全相談窓口」を設置し、

患者・家族等からの苦情や相談等へ対応、医療機関の案内を行っている。 

〈 根拠法令等 ： 医療法第 6 条の 13、さいたま市医療安全支援センター設置要綱 〉 

電  　話 1,483 相談・質問 944 健康・病気 467

来　  庁 7 不信・苦情 554 医療内容 240

手  　紙 13 要望・提言 2 医療事故 47

そ の 他 0 そ　の　他 3 対応・接遇 209

合　  計 1,503 合　　計 1,503 医療費 110

カルテ開示等 57

医療機関案内 254

そ　の　他 119

合　　　計 1,503

相談内容別件数相談方法別件数 相談種別件数

 

 

８ 衛生免許事務(埼玉県への経由事務) 

保健所では、医師・歯科医師等の厚生労働大臣免許及び調理師・准看護師等の知事免許の申請受付

等の事務を行っている。 

 

厚生労働大臣免許申請受付件数（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

総
　
　
数

医
　
　
師

歯
科
医
師

保
　
健
　
師

助
　
産
　
師

看
　
護
　
師

診
療
放
射
線
技
師

臨
床
検
査
技
師

衛
生
検
査
技
師

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

視
能
訓
練
士

薬
　
剤
　
師

管
理
栄
養
士

免許申請 1,186 86 17 66 14 537 32 49 79 28 14 144 120

書 換 え 873 45 10 83 10 425 13 20 3 40 31 5 114 74

再 交 付 66 6 1 3 2 30 0 5 1 3 1 0 12 2

抹 消 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0

合 計 2,130 137 29 152 26 992 45 75 5 122 60 19 272 196
 

 

県知事免許申請受付件数（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

総
　
数

栄
養
士

調
理
師

製
菓
衛
生
師

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師

准
看
護
師

登
録
販
売
者

他
県
准
看
護
師

免許申請 573 138 202 17 2 47 167

書 換 え 140 73 24 2 0 12 17 12

再 交 付 50 10 22 2 0 6 7 3

抹 消 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 763 221 248 21 2 65 191 15
 


